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貸借対照表（平成20年３月31日現在） 
 （単位：百万円）
 科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 負 債 の 部 ）  

預 金 606,938 

当 座 預 金 8,873 

普 通 預 金 211,110 

貯 蓄 預 金 10,476 

通 知 預 金 1,899 

定 期 預 金 345,083 

定 期 積 金 13,863 

そ の 他 の 預 金 15,632 

借 用 金 3,530 

借 入 金 3,530 

社 債 1,200 

そ の 他 負 債 1,973 

未 払 法 人 税 等 333 

未 払 費 用 883 

前 受 収 益 434 

給 付 補 て ん 備 金 11 

そ の 他 の 負 債 310 

退 職 給 付 引 当 金 2,408 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 143 

睡眠預金払出損失引当金 9 

偶 発 損 失 引 当 金 25 

再評価に係る繰延税金負債 1,281 

支 払 承 諾 8,321 

負 債 の 部 合 計 625,832 

（ 純 資 産 の 部 ）  

資 本 金 8,233 

資 本 剰 余 金 6,162 

資 本 準 備 金 6,154 

そ の 他 資 本 剰 余 金 8 

利 益 剰 余 金 8,686 

利 益 準 備 金 1,994 

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,691 

別 途 積 立 金 4,862 

繰 越 利 益 剰 余 金 1,828 

自 己 株 式 △   53 

株 主 資 本 合 計 23,028 

その他有価証券評価差額金 △  3,196 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △    0 

土 地 再 評 価 差 額 金 1,668 

評価・換算差額等合計 △  1,528 

（ 資 産 の 部 ） 

現 金 預 け 金 

現 金 

預 け 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 入 金 銭 債 権 

有 価 証 券 

国 債 

地 方 債 

社 債 

株 式 

そ の 他 の 証 券 

貸 出 金 

割 引 手 形 

手 形 貸 付 

証 書 貸 付 

当 座 貸 越 

外 国 為 替 

外 国 他 店 預 け 

取 立 外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

前 払 費 用 

未 収 収 益 

金 融 派 生 商 品 

そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 
 
 
 
 
 
 
 

 

27,631 

16,210 

11,420 

24,300 

0 

125,845 

39,164 

2,525 

51,933 

8,618 

23,603 

447,570 

5,675 

53,323 

355,722 

32,849 

286 

282 

3 

1,882 

2 

943 

100 

835 

8,645 

1,753 

5,903 

97 

891 

339 

335 

3 

6,870 

8,321 

△  4,360 

純 資 産 の 部 合 計 21,499 

資 産 の 部 合 計 647,332 負債及び純資産の部合計 647,332 
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損益計算書 平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで  

 （単位：百万円）
 科 目 金 額 

経 常 収 益 15,724

資 金 運 用 収 益 12,698

貸 出 金 利 息 11,160

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,201

コ ー ル ロ ー ン 利 息 141

預 け 金 利 息 189

そ の 他 の 受 入 利 息 4

役 務 取 引 等 収 益 2,085

受 入 為 替 手 数 料 734

そ の 他 の 役 務 収 益 1,350

そ の 他 業 務 収 益 262

外 国 為 替 売 買 益 27

商 品 有 価 証 券 売 買 益 1

国 債 等 債 券 売 却 益 232

そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 678

株 式 等 売 却 益 570

そ の 他 の 経 常 収 益 108

経 常 費 用 14,100

資 金 調 達 費 用 1,862

預 金 利 息 1,742

借 用 金 利 息 44

社 債 利 息 23

そ の 他 の 支 払 利 息 52

役 務 取 引 等 費 用 1,011

支 払 為 替 手 数 料 131

そ の 他 の 役 務 費 用 880

そ の 他 業 務 費 用 129

国 債 等 債 券 売 却 損 56

国 債 等 債 券 償 還 損 73

営 業 経 費 9,174

そ の 他 経 常 費 用 1,921

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 797

貸 出 金 償 却 699

株 式 等 売 却 損 24

株 式 等 償 却 3

そ の 他 の 経 常 費 用 396

経 常 利 益 1,623

特 別 利 益 190 

償 却 債 権 取 立 益 190  

特 別 損 失 58 

固 定 資 産 処 分 損 15  

減 損 損 失 37  

そ の 他 の 特 別 損 失 5  

税 引 前 当 期 純 利 益 1,755

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 458

法 人 税 等 調 整 額 269

当 期 純 利 益 1,027
 

(          )
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等

株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に

基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法

又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処

理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）につい

ては定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ９年～３０年 

動 産  ３年～２０年 

   （会計方針の変更） 

平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法 

   に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ営

業経費は１８百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少しております。従来、建物の減価償却

については、税法限度額の160％を減価償却額とする方法で行っておりましたが、平成19年度税制改正に伴い、

法定耐用年数で備忘価額までの償却が可能となったことにより、税法限度額の100％を減価償却額とする方法

に変更しております。この変更による貸借対照表等に与える影響は軽微であります。 

  （追加情報） 

当期より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した事業年度の

翌事業年度以後、残存簿価を備忘価額まで５年間で均等償却する方法に変更しております。この変更により、

従来の方法によった場合に比べ営業経費は３５百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少して

おります。 

 （２）無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

５．繰延資産の処理方法 

株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．引当金の計上基準 

 （１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実

務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に

相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し

ております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残

額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破産、特別清算等法的に

経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある

債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額
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後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており

ます。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金

額は５，０７１百万円であります。 

   （追加情報） 

当期より、要注意先債権のうち貸出条件緩和債権等について貸倒引当金の計上方法を変更しております。従

来、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額について過去の一定

期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりましたが、当期より、要注意先債権に

相当する債権についての引当方法と同様の方法に変更しております。この変更は、個別債権の毀損の貸倒実績

率及び引当金への過大な影響を排除し、より合理的な見積りを行うためであります。この変更により、従来の

方法によった場合に比べ貸倒引当金繰入額は１６９百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益は同額増加

しております。 

 （２）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

 （３）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当期末におけ

る必要額を計上しております。 

 （４）睡眠預金払出損失引当金 

    睡眠預金払出損失引当金は、一定期間取引が無いことを事由として負債計上を中止し、利益計上した預金

（以下、睡眠預金という。）について、預金者からの払出請求に備えるため、過去の平均払出実績率に基づく

将来の払出損失発生見込額を計上しております。 

   （会計方針の変更） 

従来、睡眠預金の払出は支出時の費用として計上しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・

保証実務委員会報告第42号平成19年４月13日）が平成19年４月1日以後開始する事業年度から適用されること

になったことに伴い、過去の一定期間の平均払出実績率に基づく将来の払出損失発生見込額を見積り、睡眠預

金払出損失引当金として計上する方法に変更しております。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べその他の経常費用は４百万円増加し、経常利益は同額減少

となり、税引前当期純利益は過年度発生額５百万円をその他の特別損失に計上することにより９百万円減少し

ております。 

なお、当中間期は、払出実績率の算定に必要なデータ収集ができなかったため、従来の方法によっておりま

す。当中間期において、変更後の方法によった場合、経常利益は１百万円、税引前中間純利益は７百万円少な

く計上されます。 

 （５）偶発損失引当金 

    偶発損失引当金は、平成19年10月１日に信用保証協会との責任共有制度が開始されたことに伴い、信用保証

協会への負担金の支払に備えるため、当期より予め定めている貸出金等の償却・引当基準書に基づき将来の負

担金支払見積額を計上しております。 

これにより、その他の経常費用は２５百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少しておりま

す。 

８．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に準じた会計処理によっております。 
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９．ヘッジ会計の方法 

  為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する

繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減

殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権

債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し

ております。 

   

なお、デリバティブ取引のうち、ヘッジ対象となる一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を

行っております。 

10．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額    ３百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は８９２百万円、延滞債権額は１３，８０５百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。

以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号の

イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は２９５百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は４，５０８百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３

カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１９，５０１百万円であ

ります。 

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は５，６７５百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券    ４，６９５百万円 

現金          ６百万円 

担保資産に対応する債務 

預金      ３，３６０百万円 

上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、有価証券３２，８４７百万円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は４４百万円及び敷金は１６百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ

れらの契約に係る融資未実行残高は、１６０，７７６百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のもの

が１３９，５８３百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、

債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を

することができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保

を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の

見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

-6-



 

 
 

 

 

 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日                        平成11年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法      土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令

第119号）第２条第４号に定める地価税法に基づいて、（奥行

価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正による補正等）合

理的な調整を行って算出。 

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額   ２,４２８百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額     ９，２１５百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額         ５０２百万円 

12．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金３,５００百万円

が含まれております。 

13．社債は、劣後特約付社債であります。 

14．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証

債務の額は９４０百万円であります。 

15．１株当たりの純資産額     ２２６円６３銭 

16．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額    ２０百万円 

17．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転外ファイナンス・リース契

約により使用しております。 

18．関係会社に対する金銭債権総額     ４，１３０百万円 

19．関係会社に対する金銭債務総額     ２，４７３百万円 

20．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

  剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該

剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上してお

ります。 

  当期における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、９４百万円であります。 

21．銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準） ８.６６％ 
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（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

   資金運用取引に係る収益総額            ８０百万円 

   役務取引等に係る収益総額             ３３百万円 

   その他業務・その他経常取引に係る収益総額     １４百万円 

  関係会社との取引による費用 

   資金調達取引に係る費用総額             ４百万円 

   役務取引等に係る費用総額             ４８百万円 

   その他業務・その他経常取引に係る費用総額    ４５４百万円 

２．「その他の経常費用」には、債権売却損２６８百万円を含んでおります。 

３．１株当たり当期純利益金額             １０円８３銭 

４．関連当事者との取引 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

該当ありません。 

 （２）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 

 

氏名 

 

住所 

 

資本金 

又は出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

（被所有）割合 

（％） 役員の

兼任等

事業上の

関係 

取引の内容 

 

取引金額

（百万円）

科目 

 

期末残高

（百万円）

熊谷 祐三 － － 当行取締役 － － － 資金の貸付 23 貸出金 20

熊谷 祐三 

 

－ 

 

－ 

 

盛岡ガス㈱ 

代表取締役 

被所有 

直接 0.11 

－ 

 

－ 

 

資金の貸付 

利息の受取他 

1,102

21

貸出金 

－ 

1,202

－

熊谷 祐三 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

盛岡ガス燃料㈱ 

代表取締役 

 

被所有 

直接 0.10 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

資金の貸付 

債務の保証 

利息の受取他 

465

31

11

貸出金 

支払承諾見返

－ 

467

31

－

熊谷 祐三 

 

－ 

 

－ 

 

盛岡ガスサービス

㈱ 

代表取締役 

被所有 

直接 0.01 

－ 

 

－ 

 

資金の貸付 

利息の受取他 

65

１

貸出金 

－ 

53

－

役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
野村 弘 

 

－ 

 

－ 

 

当行監査役 

 

被所有 

直接 0.02 

－ 

 

－ 

 

弁護士報酬等 

 

１ － 

 

－

（注）１．取引金額のうち、資金の貸付及び債務の保証は平均残高を記載しております。 

   ２．当行取締役熊谷祐三については、個人並びに第三者の代表者として行った取引であり、当行監査役野村弘

については、個人として行った取引であります。 

   ３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     与信取引については、当行の貸出金利適用基準等に従って、その他取引先と同様に取引条件を決定してお

ります。 

     また、弁護士報酬等については、当行の弁護士報酬支払基準に従って、決定しております。 

 （３）子会社等 

    該当ありません。 

（４）兄弟会社等 

    該当ありません。 
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（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券（平成20年３月31日現在） 

   該当ありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 

 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

国 債 １，０００ ９５０ △４９ － ４９

地方債 １，６９８ １，６９３ △４ ０ ４

社 債 １，３００ １，２９５ △４ － ４

その他 ３，５００ ３，４５０ △４９ － ４９

合 計 ７，４９８ ７，３８９ △１０８ ０ １０８

  （注）１．時価は、当期末における市場価格等に基づいております。 

     ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

３．子会社・子法人等株式で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 該当ありません。 

４．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 

 
取得原価 

（百万円） 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

株 式 １０，０４３ ７，８１４ △２，２２８ ３２２ ２，５５１

債 券 ８９，８０９ ８８，６８５ △１，１２４ ５３７ １，６６２

国 債 ３９，５５７ ３８，１６４ △１，３９３ １５９ １，５５２

地方債 ８３５ ８２７ △７ － ７

社 債 ４９，４１６ ４９，６９３ ２７６ ３７８ １０１

その他 ２２，０８３ ２０，０５７ △２，０２５ １８ ２，０４４

合 計 １２１，９３６ １１６，５５７ △５，３７９ ８７８ ６，２５７

  （注）１．貸借対照表計上額は、当期末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。 

     ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

５．当期中に売却した満期保有目的の債券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  該当ありません。 

６．当期中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 
売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券 ５１，８１８ ８０３ ８０ 
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７．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額（平成20年３月31日現在） 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券 

社 債 
９４０ 

子会社・子法人等株式 

子会社・子法人等株式 
  ３ 

その他有価証券 

非上場株式等 
８４５ 

８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成20年３月31日現在） 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

債 券 ３，４２９ ５３，６６９ ２２，６３８ １３，８８５

  国 債 － １５，６３３ ９，６４５ １３，８８５

地方債 １８０ １，７４２ ６０２ －

社 債 ３，２４８ ３６，２９３ １２，３９１ －

その他 － １２，１３０ ３，４３３ １，０１８

合 計 ３，４２９ ６５，８００ ２６，０７２ １４，９０４

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

  繰延税金資産 

   貸倒引当金損金算入限度超過額         ３，３４６百万円 

   退職給付引当金                  ９７３ 

   減価償却損金算入限度超過額            ３９１ 

   有価証券償却否認額                １４１ 

その他有価証券評価差額金           ２，１８２ 

その他                      ３３７ 

  繰延税金資産小計                ７，３７２ 

  評価性引当額                   △５０１ 

  繰延税金資産合計                ６，８７０ 

  繰延税金資産の純額               ６，８７０百万円 
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連結貸借対照表（平成20年３月31日現在） 
 （単位：百万円）
 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 負 債 の 部 ）  

預 金 604,465 

借 用 金 4,370 

社 債 1,200 

そ の 他 負 債 4,263 

退 職 給 付 引 当 金 2,408 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 160 

睡眠預金払出損失引当金 9 

偶 発 損 失 引 当 金 25 

販 売 促 進 引 当 金 17 

利 息 返 還 損 失 引 当 金 7 

再評価に係る繰延税金負債 1,281 

支 払 承 諾 8,321 

負 債 の 部 合 計 626,532 

（ 純 資 産 の 部 ）  

資 本 金 8,233 

資 本 剰 余 金 6,162 

利 益 剰 余 金 8,827 

自 己 株 式 △   53 

株 主 資 本 合 計 23,169 

その他有価証券評価差額金 △ 3,196 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △    0 

土 地 再 評 価 差 額 金 1,668 

評価・換算差額等合計 △ 1,528 

少 数 株 主 持 分 2,112 

（ 資 産 の 部 ） 

現 金 預 け 金 

コールローン及び買入手形 

買 入 金 銭 債 権 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

27,852 

24,300 

0 

125,859 

444,588 

286 

5,006 

11,891 

1,835 

5,934 

97 

4,025 

339 

335 

3 

7,126 

8,321 

△ 5,286 

純 資 産 の 部 合 計 23,753 

資 産 の 部 合 計 650,285 負債及び純資産の部合計 650,285 
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連結損益計算書 平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで  

 （単位：百万円）
 

科 目 金 額 

経 常 収 益 18,239 

資 金 運 用 収 益 12,821  

貸 出 金 利 息 11,282  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,201  

コールローン利息及び買入手形利息 141  

預 け 金 利 息 190  

そ の 他 の 受 入 利 息 4  

役 務 取 引 等 収 益 2,515  

そ の 他 業 務 収 益 2,223  

そ の 他 経 常 収 益 679  

経 常 費 用 16,564

資 金 調 達 費 用 1,876

預 金 利 息 1,738

借 用 金 利 息 62

社 債 利 息 23

そ の 他 の 支 払 利 息 52

役 務 取 引 等 費 用 1,036

そ の 他 業 務 費 用 1,825

営 業 経 費 9,573

そ の 他 経 常 費 用 2,252

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,087

そ の 他 の 経 常 費 用 1,164

経 常 利 益 1,674

特 別 利 益 190

償 却 債 権 取 立 益 190

特 別 損 失 59

固 定 資 産 処 分 損 15

減 損 損 失 37

そ の 他 の 特 別 損 失 5

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,806

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 546

法 人 税 等 調 整 額 240

少 数 株 主 損 失 11

当 期 純 利 益 1,031

(          )
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連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等    ５社 

会社名 

東北ビジネスサービス株式会社 

株式会社東北ジェーシービーカード 

東北保証サービス株式会社 

とうぎん総合リース株式会社 

東北銀ソフトウェアサービス株式会社 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当ありません。 

（２）持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

（３）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当ありません。 

（４）持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日   ５社 

４．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、発生年度に全額償却しております。
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券の

うち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算

定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有

価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

 （１）有形固定資産 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ９年～３０年 

動 産  ３年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法

により償却しております。 

（会計方針の変更） 

平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法 

   に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ営

業経費は２３百万円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額減少しております。当行は従来、建

物の減価償却については、税法限度額の160％を減価償却額とする方法で行っておりましたが、平成19年度税

制改正に伴い、法定耐用年数で備忘価額までの償却が可能となったことにより、税法限度額の100％を減価償

却額とする方法に変更しております。この変更による連結貸借対照表等に与える影響は軽微であります。 

   （追加情報） 

当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した

連結会計年度の翌連結会計年度以後、残存簿価を備忘価額まで５年間で均等償却する方法に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ営業経費は７８百万円増加し、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は同額減少しております。 

 （２）無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指

針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する

債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権につい

ては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支

払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生して

いる債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」

という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 
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なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

５，０７１百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認

めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き

当てております。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、当行の要注意先債権のうち貸出条件緩和債権等について貸倒引当金の計上方法を変更し

ております。従来、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額につい

て過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりましたが、当連結会計年度

より、要注意先債権に相当する債権についての引当方法と同様の方法に変更しております。この変更は、個別債

権の毀損の貸倒実績率及び引当金への過大な影響を排除し、より合理的な見積りを行うためであります。この変

更により、従来の方法によった場合に比べ貸倒引当金繰入額は１６９百万円減少し、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は同額増加しております。 

６．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

７．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当連結会計年度末

における必要額を計上しております。 

８．睡眠預金払出損失引当金 

当行の睡眠預金払出損失引当金は、一定期間取引が無いことを事由として負債計上を中止し、利益計上した預金

（以下、睡眠預金という。）について、預金者からの払出請求に備えるため、過去の平均払出実績率に基づく将来

の払出損失発生見込額を計上しております。 

連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 

 （会計方針の変更） 

従来、睡眠預金の払出は支出時の費用として計上しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務

委員会報告第42号平成19年４月13日）が平成19年４月1日以後開始する事業年度から適用されることになったこと

に伴い、過去の一定期間の平均払出実績率に基づく将来の払出損失発生見込額を見積り、睡眠預金払出損失引当金

として計上する方法に変更しております。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べその他の経常費用は４百万円増加し、経常利益は同額減少とな

り、税金等調整前当期純利益は過年度発生額５百万円をその他の特別損失に計上することにより９百万円減少して

おります。 

なお、当中間連結会計期間は、払出実績率の算定に必要なデータ収集ができなかったため、従来の方法によって

おります。当中間連結会計期間において、変更後の方法によった場合、経常利益は１百万円、税金等調整前中間純

利益は７百万円少なく計上されます。 

９．偶発損失引当金 

当行の偶発損失引当金は、平成19年10月１日に信用保証協会との責任共有制度が開始されたことに伴い、信用保

証協会への負担金の支払に備えるため、当連結会計年度より予め定めている貸出金等の償却・引当基準書に基づき

将来の負担金支払見積額を計上しております。 

これにより、その他の経常費用は２５百万円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額減少しており

ます。 

連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 
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10．販売促進引当金 

販売促進引当金は、連結される子法人等が行っているクレジットカード業務に係る交換可能ポイントの使用によ

る費用負担に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。 

11．利息返還損失引当金 

利息返還損失引当金は、連結される子法人等が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備える

ため、過去の返還実績等を勘案した見積返還額を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別委員会報告第37号平成18年10月13日）に基づき返還見込額を合理的に見積り、当

該見積返還額を利息返還損失引当金に計上しております。この変更により、その他の経常費用は７百万円増加し、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額減少しております。 

12．外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 

13．リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

14．重要なヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建

取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規

定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リス

クを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金

銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を

評価しております。 

    

なお、デリバティブ取引のうち、ヘッジ対象となる一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を

行っております。 

連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 

15．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は１，０１６百万円、延滞債権額は１４，２７８百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。

以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号の

イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３７６百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は４，５０８百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３

カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２０，１８０百万円であ

ります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は５，６７５百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券    ４，６９５百万円 

現金          ６百万円 

担保資産に対応する債務 

預金      ３，３６０百万円 

上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、有価証券３２，８４７百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は４４百万円及び敷金は１９百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ

れらの契約に係る融資未実行残高は、１７９，５４４百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のもの

が１５８，３５１百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子

会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に

予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ

ております。 
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８．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日                        平成11年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法      土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令

第119号）第２条第４号に定める地価税法に基づいて、（奥行

価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正による補正等）合

理的な調整を行って算出。 

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額   ２,４２８百万円 

９．有形固定資産の減価償却累計額      １７，９４５百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額           ５０２百万円 

11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金３,５００百万円

が含まれております。 

12．社債は、劣後特約付社債であります。 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証

債務の額は９４０百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額     ２２８円１１銭 

15．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額    ２０百万円 

16．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転外ファイナンス・リー

ス契約により使用しております。 

17．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務                 △３，１４９百万円 

年金資産（時価）                  ７５０ 

未積立退職給付債務              △２，３９８ 

会計基準変更時差異の未処理額              － 

未認識数理計算上の差異                △９ 

未認識過去勤務債務（債務の減額）            － 

連結貸借対照表計上額の純額          △２，４０８ 

前払年金費用                  － 

退職給付引当金            △２，４０８ 

18．銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準） ９.３７％ 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却７０７百万円及び債権売却損２７３百万円を含んでおります。 

２．１株当たり当期純利益金額    １０円８６銭 
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（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券（平成20年３月31日現在） 

  該当ありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 

 

連結貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

国 債 １，０００ ９５０ △４９ － ４９

地方債 １，６９８ １，６９３ △４ ０ ４

社 債 １，３００ １，２９５ △４ － ４

その他 ３，５００ ３，４５０ △４９ － ４９

合 計 ７，４９８ ７，３８９ △１０８ ０ １０８

（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

     ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 

 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表

計上額 

（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

株 式 １０，０４４ ７，８１５ △２，２２８ ３２２ ２，５５１

債 券 ８９，８０９ ８８，６８５ △１，１２４ ５３７ １，６６２

国 債 ３９，５５７ ３８，１６４ △１，３９３ １５９ １，５５２

地方債 ８３５ ８２７ △７ － ７

社 債 ４９，４１６ ４９，６９３ ２７６ ３７８ １０１

その他 ２２，０８３ ２０，０５７ △２，０２５ １８ ２，０４４

合 計 １２１，９３７ １１６，５５８ △５，３７８ ８７９ ６，２５７

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したもの

であります。 

     ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  該当ありません。 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 
売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券 ５１，８１８ ８０３ ８０ 

６．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日現在） 

 金額（百万円） 

満期保有目的の債券 

社 債 
９４０ 

その他有価証券 

非上場株式等 
８６３ 
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７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成20年３月31日現在） 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

債 券 ３，４２９ ５３，６６９ ２２，６３８ １３，８８５

  国 債 － １５，６３３ ９，６４５ １３，８８５

地方債 １８０ １，７４２ ６０２ －

社 債 ３，２４８ ３６，２９３ １２，３９１ －

その他 － １２，１３０ ３，４３３ １，０１８

合 計 ３，４２９ ６５，８００ ２６，０７２ １４，９０４
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